
日薬業発第 479 号 

令和８年３月 24 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

日 本 薬 剤 師 会  

副会長  森  昌平 

 

疑義解釈資料の送付について（その１） 

 

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 令和８年度診療報酬（調剤報酬）改定に関する通知の発出につきましては、令和８

年３月６日付け日薬業発第457号にてお知らせしたところですが、今般、厚生労働省

保険局医療課より、令和８年度診療報酬（調剤報酬）改定に伴う疑義解釈資料（その

１）が示されましたので、お知らせいたします。 

 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますよう宜しくお願

い申し上げます。 

 なお、これら関係通知につきましては厚生労働省ホームページからも入手が可能で

あることを申し添えます。 

 

 

〇「令和８年度診療報酬改定について」 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

 > 医療保険 > 令和８年度診療報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和８年３月 23 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その１） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願い

いたします。 
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事  務  連  絡 

令和８年３月 23 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その１） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添５までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



  

看ベ－1 

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 

 

【ベースアップ評価料】 

問１ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ

て」（令和８年３月５日保医発 0305 第８号）における、外来・在宅ベースア

ップ評価料(Ⅰ)の注５、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注５及び注６、

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注５、歯科外来・在宅ベースアッ

プ評価料（Ⅱ）の注５及び注６に関する施設基準並びに「訪問看護ステーシ

ョンの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和８年３月５

日保医発 0305 第９号）における訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）の注３

及び訪問看護・ベースアップ評価料（Ⅱ）の注７及び注８に関する施設基準

において、「令和８年３月 31 日時点において評価料を届け出ていた保険医療

機関（訪問診療ステーション）」とあるが、令和８年３月から算定を開始す

る保険医療機関又は令和８年４月から算定を開始する保険医療機関（訪問看

護ステーション）は含まれるのか。 

（答）令和８年３月31日時点で当該評価料を算定している必要があることから、

同年４月以降に算定を開始する保険医療機関（訪問看護ステーション）は

含まれない。 

 

問２ 看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア

ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問

看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。 

（答）以下の要件を満たす医療機関等（訪問看護ステーション、保険薬局）に

ついては、派遣職員（「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律」（昭和 60 年法律第 88 号）の第２条第２項に該当す

る職員をいう。）に限り対象とすることを可能とする。なお、業務委託職員

（請負業務を行う職員）については対象外とする。 

  ・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機

関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。 

  ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料、歯科外

来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）

における区分計算に当たって、当該派遣職員についても対象職員に含めて

計算を行う。なお、「月額賃金総額」の算出に当たって、原則として派遣元

から派遣職員の賃金に関する情報提供を受けることとし、派遣元に支払う

費用を月額賃金としてそのまま記載することはできない。 

  ・看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて当該派遣職員

の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」

及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出すること。

なお、報告書の作成に当たっては、派遣元と相談した上で、派遣元から実



  

看ベ－2 

際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。 

これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年３月 28

日事務連絡）別添２の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について（その３）」

（令和６年４月 26 日事務連絡）別添２の問７は廃止する。 

 

【調剤ベースアップ評価料】 

問３ 当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用

者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者

を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。 

（答）対象とならない。 

 



 
 

（別添４） 

調－1 
 

調剤報酬点数表関係 

 

【地域支援・医薬品供給対応体制加算】 

問１ 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準のうち、「調剤時残薬調

整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が 20 回以上であ

ること」及び「服薬管理指導料１のイ及び２のイの算定回数の合計が 20

回以上であること」について、それぞれ令和８年度調剤報酬改定前の「調

剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作

用等防止管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること」及び「かかり

つけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が

20 回以上であること」とみなして判断してよいか。 

（答）よい。令和９年６月１日までに行う届出にあたっては、「調剤管理料の重

複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

の算定回数の合計」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包

括管理料の算定回数の合計」とみなす。 

 

【電子的調剤情報連携体制整備加算】 

問２ 令和８年５月 31 日時点で既に医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準を

届け出ている保険薬局は、令和８年度診療報酬改定に係る見直しに伴い、

同年６月１日からの電子的調剤情報連携体制整備加算の算定にあたり、電

子的調剤情報連携体制整備加算に係る施設基準の届出を改めて行う必要

があるか。 

（答）不要である。 

 




